
 

 

資料２ 

 

個別避難計画（個別支援プラン）の作成状況について 

 
 

１ 住吉区地域見守り支援システムについて 

   住吉区では区から提供する「災害時要援護者支援台帳」をもとに地域活動協議会にお

いて、日ごろから地域の中で避難行動要支援者の方々に声かけや見守り活動を行ってい

ただくなどの体制を作っていただき、顔の見える関係を作ってもらった上で、災害時の

「個別支援プラン」を作成し、災害時に一人でも多くの命を助けていただく、地域の支

えあいの仕組みである「住吉区地域見守り支援システム」の構築に取り組んでいます。 

  

  

２ 災害対策基本法の改正について 

   令和３年５月の災害対策基本法改正により、避難行動要支援者の円滑かつ迅速な避難

を図る観点から、個別避難計画（個別支援プラン）作成について市町村の努力義務化と

なりました。おおむね５年以内で個別避難計画（個別支援プラン）を作成する必要があ

ることから、24区が総じて推進していけるよう、大阪市として個別避難計画作成手順書

を作成しました。 

   当区においても、引き続き各地域活動協議会や町会等の状況に応じ、「住吉区地域見守 

り支援システム」や本改正の趣旨の説明を行い、実効性のある個別避難計画（個別支援 

プラン）の作成に向けて、取組を進めています。 

 

 

３ 作成完了状況（令和５年２月１日現在） 

   26.2％（令和４年度末作成目標 30％） 

   ※詳細は別紙「住吉区地域見守り支援システム進捗状況等」参照 

        

 


